
山梨県職業能力開発協会費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

  知事は、労働者の職業能力の開発及び向上の促進を図るため、山梨県職業能力開発協

会（以下「協会」という。）が行う職業訓練及び技能検定の普及及び振興並びに技能検

定の実施に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に

関しては、山梨県補助金等交付規則（昭和３８年山梨県規則第２５号）の規定によるほ

か、この要綱に定めるところによる。 

 

（交付対象） 

第１ 補助金は、協会が別表に掲げる補助事業（以下「補助事業」という。）を実施する

ために必要な経費のうち、同表に掲げる補助対象経費として知事が必要と認めるものの

一部について交付するものとする。 

 

（補助金の額） 

第２ 補助金の額は国の算定基準に基づいて計算した額とし、予算の範囲内において交付

するものとする。 

 

（交付申請） 

第３ 補助金の交付を受けようとする協会の長（第４において「申請者」という。）は、

山梨県職業能力開発協会費補助金交付申請書（第１号様式。以下「申請書」という。）

に補助事業に係る収支予算書を添えて、知事に提出しなければならない。 

２ 協会の長は、前項の申請書を提出するに当たり、補助金に係る消費税等仕入控除税

額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３

年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及

び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の税率を

乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額して交

付申請をしなければならない。ただし、申請時において、当該消費税等仕入控除税額が

明らかでないものについては、この限りでない。 

 

（交付決定） 

第４ 知事は、第３の規定により提出された申請書及び収支予算書を審査し、補助金の交

付の対象及びその交付額を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。 

２ 知事は、前項による交付の決定を行うに当たっては、第３第２項の規定により、補

助金に係る消費税等仕入控除税額について減額して交付申請がなされたものについては、

これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税等仕入控除税額を減額して交付決定を

行うものとする。 

３ 知事は、第３第２項ただし書による交付申請がなされたものについては、補助金に

係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、

その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。 



（補助金の交付） 

第５ 補助金は、事業完了後、実績報告書に基づき、補助金の額を確定し交付する。ただ

し、知事が必要と認めたときは、概算払いをすることができる。概算払いを受けようと

するときは、第２号様式により補助金概算払請求書を知事に提出しなければならない。 

 

（変更承認等） 

第６ 補助金の交付の決定の通知を受けた協会の長（以下「補助事業者」という。）は、

次の各号のいずれかに該当する変更をしようとするときは、山梨県職業能力開発協会費

補助金補助事業変更承認申請書（第３号様式）を知事に提出し、その承認を受けなけれ

ばならない。 

  (1) 補助対象経費の区分（別表の事業費及び管理費の区分をいう）ごとに配分され 

た額の１０％を超えて変更しようとするとき。 

  (2) 補助事業の実施内容を変更するとき。 

  (3) 補助金額に変更が生じるとき。 

 ２ 補助事業者は、補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするときは、

山梨県職業能力開発協会費補助金補助事業中止（廃止）承認申請書（第４号様式）を知

事に提出し、その承認を受けなければならない。 

 ３ 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は、補助事業の全部

若しくは一部の遂行が困難となったときはすみやかにその旨を届け出て、その指示を受

けなければならない。 

 

（状況報告） 

第７ 補助事業者は、山梨県職業能力開発協会費補助金補助事業実施状況報告書（第５号

様式。以下「状況報告書」という。）を知事に提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第８ 補助事業者は、補助事業が完了したとき（補助事業の中止又は廃止の承認を受けた

ときを含む。）は、山梨県職業能力開発協会費補助金補助事業実績報告書（第６号様式。

以下「実績報告書」という。）に補助事業に係る収支決算書を添えて、知事に提出しな

ければならない。 

２ 補助事業者は、前項の規定により実績報告を行うに当たり、補助金に係る消費税等

仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなけれ

ばならない。 

 

（提出期限）  

第９ 申請書及び状況報告書の提出期限は、県の会計年度ごとに知事が別に定める。 

 ２ 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了した日若しくは補助事業の中止若しくは

廃止の承認を受けた日から起算して２週間を経過した日又は補助金の交付を決定した年

度の翌年度の４月５日のいずれか早い期日とする。 

 



（書類の提出部数） 

第 10 申請書、状況報告書及び実績報告書の提出部数は、それぞれ正本１通及び副本１

通とする。 

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第11 補助事業者は、補助事業完了後、申告により、補助金に係る消費税等仕入控除税額

が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合を含む。）には、山梨県職業能力開発協会

費補助金補助事業に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書（第７号様式 

）により速やかに、知事に報告しなければならない。 

  なお、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、県に返還しなけれ

ばならない。 

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部

の返還を命ずるものとする。 

 

（書類の備え付け） 

第 12 補助事業者は、補助事業に係る収支に関する帳簿及び証拠書類その他補助事業の

実施の経過を明らかにするため必要な書類を整備し、第８号様式による調書を作成し、

補助事業の完了した日（補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときは、その承認を受

けた日）から５年間保管しておかなければならない。 

 

（その他） 

第 13 この要綱は、昭和５４年４月２日から適用する。 

   この要綱は、平成１５年４月１日から適用する。 

   この要綱は、平成１６年１０月１５日から施行し、平成１６年４月１日から適用す

る。 

   この要綱は、平成２２年５月１０日から施行し、平成２２年４月１日から適用する。 

この要綱は、平成２５年５月１７日から施行し、平成２５年４月１日から適用する。 

この要綱は、平成２９年１０月１日から施行する。 

   この要綱は、令和元年６月３日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    別表（第１関係） 

 

補 助 事 業 補 助 対 象 経 費 

 

職業能力開発促進法第８２条

の規定により行う事業 

 

 

 

区分 １．（事業費）事業の実施に要する経費 

 (1)  職業訓練振興事業に係る経費 

(2)  技能検定関係事業に係る経費 

(3)  若年者に対する受検手数料の減免措置に

要する経費 

(4)  その他職業能力の開発促進に関し必要と

認める経費 

 

２．（管理費）上記１の事業の実施に要する管

理経費 

(1)  職員の人件費              

(2)  一般管理運営費 

 


